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午前１０時００分 開議

○岡田議長 これより本日の会議を開きます。

この際、御報告申し上げます。

本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、報告書のと

おり御了承願います。

なお、本日の議事日程は、配付しております日程書のとおり行い

たいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～

第１ 議案第１７号～議案第５０号

第２ 請願第１０号・陳情第１０９号

○岡田議長 それでは、日程第１、議案第１７号から第５０号まで

の３４件並びに日程第２、請願第１０号及び陳情第１０９号、以上

３６件を一括して議題といたします。

これより３６件の議案、請願並びに陳情について、各委員会の審

査報告を求めます。

初めに、塚田総務政策委員長。

○塚田議員（登壇） 総務政策委員会の審査報告をいたします。

当委員会に付託されました議案３件について、去る１６日に委員

会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。

議案第１７号、米子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第１８号、米子市行政手続条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第１９号、米子市技能労務

職員 の給 与の種 類及 び 基準を 定め る条 例及び 米子 市会計 年度 任用

職員 の給 与及び 費用 弁 償に関 する 条例 の一部 を改 正する 条例 の制



定については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。

以上で総務政策委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 次に、松田民生教育委員長。

○松田議員（登壇） 民生教育委員会の審査報告をいたします。

当委員会に付託されました議案６件並びに陳情１件について、去

る３月１７日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を

報告いたします。

初めに、議案第２０号、米子市国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第２１号、米子市行政手続における特

定の 個人 を識別 する た めの番 号の 利用 等に関 する 法律に 基づ く個

人番 号の 利用及 び特 定 個人情 報の 提供 に関す る条 例の一 部を 改正

する条例の制定について、議案第２２号、米子市介護保険条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第２３号、米子市子ども・

子育 て支 援の実 施に 関 する条 例の 一部 を改正 する 条例の 制定 につ

いて、議案第２４号、米子市なかよし学級条例の一部を改正する条

例の制定について及び議案第２８号、工事請負契約の締結について

の議決の一部変更については、それぞれ全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しました。

次に、陳情第１０９号、子どもの成長を保障し、保育士が働く喜

びにあふれる保育の実現に向けた調査・検討の着手に関する陳情書

については、初めに、陳情提出者から陳情の趣旨について御説明い

ただき、その後、賛同議員であります土光議員及び錦織議員に賛同

の理由について説明をいただき、審査をいたしました。

委員からは、市が様々な改善を少しずつ行っていることは認識し



ているが、アンケートの結果を理由として、市は、いい保育、子ど

もの健全育成につなげるために早急に改善に取り組む必要がある。

また、人口減少による人手不足という現状において、市は事務の効

率化等に取り組むべきであり、ハラスメント等については雇用主の

責任であるが、補助金を出す立場から、人権擁護の働きかけの強化

や要綱の改正等、できることを求めたいとの採択を主張する討論が

ありました。

また、陳情の表題である、保育士が働く喜びにあふれる保育を本

当に求めていくべきと考えるが、陳情内容の全てを市が行うことは

困難であるため、保育士が保育に集中、専念できる条件を整備する

という点において、県と市が共同して様式を統一化することや、Ｉ

ＣＴ化をさらに推進させること等、市ができるところから始めるべ

きであるとの趣旨採択を主張する討論がありました。

一方、市には、公立保育園があるが、認可保育園と認可外保育園

は直営施設ではなく、職員も公務員ではないため、市の関与には限

界があり、市に対して保育士の働く喜びにあふれる保育の実現を目

的とした調査・検討を求める陳情の採択は難しい。また、令和５年

に鳥取県が保育士を対象として実施したアンケート等を通じ、市は

既に一定の問題点や改善点を把握しており、制度自体は法律に基づ

いて、国・県とともに市が運用していることから、市単独での対応

には限界がある。また、陳情の内容が市で対応すべきことと労働基

準監督署等、別の機関で対応すべきことが混在しており、市が取り

組むべき課題は個別に整理して取り組むべきであると考えるが、陳

情を その まま執 行部 に 実施要 求す るこ とには 慎重 になら ざる を得

ないとの不採択を主張する討論がありました。



最初に、趣旨採択について採決をした結果、賛成少数で否決とな

りました。その後、改めて採決した結果、採択しないものと決しま

した。

以上、民生教育委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 次に、西野都市経済委員長。

○西野議員（登壇） 都市経済委員会の審査報告をいたします。

当委員会に付託されました議案７件及び請願１件について、去る

１８日に委員会を開き、審査いたしましたので、その結果を報告い

たします。

まず、議案第２５号、米子市中海憩いのテラス条例の制定につい

て、議案第２６号、米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第２７号、米子市企業職員の給与の種類及び基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２９号、

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について、議案第３

０号、工事請負契約の締結についての議決の一部変更について、議

案第３１号、財産の無償貸付けについて及び議案第３２号、市道の

路線の認定については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。

次に、請願第１０号、政府に所得補償（直接支払い）制度の実現

を求める請願書については、初めに、紹介議員であります又野議員

から説明をいただき、審査をいたしました。

委員からは、食料安全保障や自給率の低下を危惧しており、農業

を守るために、国としての直接支払い、所得補償が必要である。ア

メリカなどでも補助が行われており、赤字続きでボランティアみた

いに作っている農家の現状に対して、国が本腰を入れて補償してい



くことが必要である。また、米農家の自給が極めて低い現状があり、

後継者をつくり、生産者が希望を持って続けていける施策が不可欠

である。アメリカやフランスは成功例があり、農業の多面的機能を

守り、国民が安心して米を食べられる制度の導入をすることは大切

であるとの採択を主張する討論がありました。

一方、農家の経済的安定につながる可能性は理解しつつも、所得

補償が米価下落の圧力を生み、結果として財政負担が拡大すること

を懸念している。また、短期的、局所的な効果はあっても、大局的

には市場原理から乖離し、農業を小規模なままにとどめ、国際競争

力や大規模化といった将来の在り方を阻害しかねない。また、請願

書が対象とする農家が、米農家のみか農家全体かが曖昧である。市

場競争に関係なく所得が補填されることで、生産性向上やコスト削

減へのインセンティブが弱まり、補助金への依存体質を生むことで、

自立した農家や日本の農業文化が衰退する懸念がある。また、農家

の苦労は理解するものの、制度導入に伴う膨大な財政支出と国民負

担の増大に対し、国民の理解が得られない。ほかの中小企業や自営

業も厳しい経営環境にある中で、農家だけが所得補償を受けること

に対する不公平性、不平等感がある。また、個別の所得補償は、効

果が一時的かつ限定的である。所得補償に頼るのではなく、基盤整

備、学校給食での推進、スマート技術の導入などを通して、農家が

自立してもうかる農業を営めるための施策こそが大切である。また、

請願書が生産者の立場から書かれており、自給の問題など市場原理

に関して矛盾が見られる。生産性の限界を国策で埋める必要性は感

じているものの、消費者の負担となるため、複雑な制度設計や消費

者目線での十分な議論、理解が得られない限り、実現は難しいとの



不採択を主張する討論がありました。

採決した結果、賛成少数で採択しないものと決しました。

以上で都市経済委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 次に、渡辺予算決算委員長。

○渡辺議員（登壇） 予算決算委員会の予算審査報告をいたします。

当委員会に付託されました予算関係の議案１８件について、去る

１３日に全体会の総括質問を、１６、１７及び１８日の分科会での

個別審査を経て、２３日の全体会において採決した結果、議案第３

３号、令和７年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）、議案

第３ ４号 、令和 ７年 度 米子市 国民 健康 保険事 業特 別会計 補正 予算

（補正第４回）、議案第３５号、令和７年度米子市駐車場事業特別

会計補正予算（補正第３回）、議案第３６号、令和７年度米子市介

護保険事業特別会計補正予算（補正第５回）、議案第３７号、令和

７年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第３回）、議

案第３８号、令和７年度米子市水道事業会計補正予算（補正第３回）、

議案第３９号、令和７年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第

４回）、議案第４１号、令和８年度米子市国民健康保険事業特別会

計予算、議案第４２号、令和８年度米子市土地取得事業特別会計予

算、議案第４３号、令和８年度米子市駐車場事業特別会計予算、議

案第４４号、令和８年度米子市市営墓地事業特別会計予算、議案第

４５号、令和８年度米子市介護保険事業特別会計予算、議案第４７

号、令和８年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計

予算、議案第４８号、令和８年度米子市米子インター西産業用地整

備事業特別会計予算及び議案第４９号、令和８年度米子市水道事業

会計予算、以上１５件の議案については、いずれも全会一致で、そ



れぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第４０号、令和８年度米子市一般会計予算、議案第４

６号、令和８年度米子市後期高齢者医療特別会計予算及び議案第５

０号、令和８年度米子市下水道事業会計予算、以上３件の議案につ

きましては、いずれも賛成多数で、それぞれ原案のとおり可決すべ

きものと決しました。

以上で予算決算委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 以上で委員長の報告は終わりました。

それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

これより３６件の議案、請願並びに陳情について、討論に入りま

す。

討論の通告がありますので、順次発言を許します。

初めに、錦織議員。

○錦織議員（登壇） 皆さん、おはようございます。日本共産党米

子市議団の錦織陽子です。

市議団を代表し、請願第１０号、政府に所得補償（直接支払い）

制度の実現を求める請願書について及び陳情第１０９号、子どもの

成長を保障し、保育士が働く喜びにあふれる保育の実現に向けた調

査・検討の着手に関する陳情書について、委員長報告はいずれも不

採択でしたが、採択を求めて、以下討論をいたします。

まず、請願第１０号です。国民を飢えさせないようにするという

ことが一番の国の責務です。一昨年の米不足騒動は、政府も認めた

ように、気候変動の原因だけではありません。食料安全保障の観点



からも、食料自給率が僅か３８％しかない現状は危機的な状況と言

えます。農作物を安定的に提供するためには、農家が農業を安心し

て営める補償なくしてはできません。農家だけに所得補償をすると、

厳し い経 営状況 の自 営 業や中 小企 業な どに不 公平 感があ ると いう

意見が委員会でありましたが、２０２１年、２２年の農業収入の時

給換算では、時給１０円という数字が出ています。イギリスやフラ

ンスなど、世界の多くの国で所得補償をしています。あの米国でも、

農家の安定のため、農業所得を補償しています。現在のような生産

費を賄えないような不安定な農政では農業後継者もできません。ま

た、水田は自然のダム機能を持っており、農業、農村の多面的機能

に対しても、もっと評価をされなければならないと考えます。請願

の採択を求めます。

次に、陳情第１０９号、子どもの成長を保障し、保育士が働く喜

びにあふれる保育の実現に向けた調査・検討の着手に関する陳情書

については、まず、提出団体が行った保育士アンケートには、たく

さんの保育士、元保育士らの生の声が集められており、２０２４年

に、米子市にその報告書が提出されていますが、さきの民生教育委

員会審査のときの当局と委員とのやり取りを聞いても、せっかくの

貴重な報告書が施策の検討に生かされていないように感じました。

今回の陳情の中の乳幼児への適切な言葉の働きかけ、言語環境の

充実 が子 どもの 発達 に とって 大切 であ るとい うこ とは大 いに 共感

いたします。子どもが一日の多くの時間を過ごす保育所でその環境

を保障するには、やはり保育士の量と質です。今、米子市公立保育

所は、保育分野のＤＸ化で書類書きなどが省略されたとはいえ、抜

本的な解決にはなっていません。私立保育園保育士からもたくさん



の記述が寄せられており、そのアンケート結果や提出団体の一つ一

つの項目に対するコメントを見ても、課題があることは明らかです。

要望の中身については、米子市独自でもすぐに取り組めるものや、

労働行政、国、県への働きかけや協働が必要と思われるものもあり

ますが、専門家や医師、保育行政担当者、保護者などでぜひ調査、

検討の場が必要であると考えます。

米 子市 の子ど もた ち の成長 を育 む一 助とな るこ とは私 たち 議員

の喜びではないでしょうか。陳情の採択を皆さんに求めて、以上で

私の討論を終わります。（拍手）

○岡田議長 お静かにお願いします。

次に、又野議員。

○又野議員（登壇） 日本共産党米子市議団の又野史朗です。

私は、議案第４０号、令和８年度米子市一般会計予算、第４６号、

令和８年度米子市後期高齢者医療特別会計予算及び第５０号、令和

８年度米子市下水道事業会計予算について、反対の立場から討論を

いたします。

まず、議案第４０号、令和８年度米子市一般会計予算についてで

す。不登校児童生徒などへの支援のための米子市立の全小中学校へ

の支援員の配置や引き続き無償化への取組は必要ではありますが、

国の交付金による小学校給食費の大幅な保護者負担軽減など、子ど

もた ちの 健全育 成や 住 民負担 軽減 など の事業 は評 価をし てい ます

が、幾つかの点について反対の立場です。

まず１点目は、高齢者バス運賃助成事業です。令和８年度予算で

は、これまでより減額となり、７０歳以上の方へのバス６か月定期

券の値段を１万 3,１００円から２万円に引き上げ、免許返納した７



０歳以上の方には、６か月定期券「グランド７０」を 1,０００円で

販売していたものを２回から１回に減らしています。高齢者の方の

外出の機会を減らしてしまうことにつながり、このような減額をす

るべきではないと考えます。

２つ目は、基本的に格差は解消したとして、国が既に２００２年

に同和事業を終結しているにもかかわらず、同和地区関係者を対象

にした個人給付事業を継続しているという点です。令和８年度も引

き続き固定資産税の減免が行われます。県内他市では行っていない、

こうした同和地区に限った個人給付事業は、差別解消に逆行するも

のであると考えます。差別の固定化につながる同和個人給付事業は

廃止すべきであると考えます。

３つ目の理由は、一般廃棄物処理施設整備負担金基金積立金です。

西部 広域 行政管 理組 合 が進め よう とし ている 一般 廃棄物 処理 施設

整備計画を実行するための負担金を、米子市として２０２１年度か

ら２７年度の７年間に、計１６億 9,４００万円もの基金として積み

立てようとするもので、令和８年度も２億 4,２００万円の積立てと

なっています。これからのごみ処理施設については、地球温暖化対

策、環境対策に対応するため、焼却ごみを最小限にしていく具体的

な分別収集方法を住民とともに各市町村で定めてから、処理施設の

規模、内容などを決めなければならないと考えます。そして、住民

が積極的に環境対策に取り組むためにも、ごみ処理施設は広域に一

つではなく、できる限り地域ごとに整備することが大切だと考えま

す。そうして、住民がより環境問題を考慮することで、ごみの分別、

リサイクルが進むのではないでしょうか。これらの理由により、西

部広域の一般廃棄物処理施設整備計画自体に反対の立場であり、積



立金は認められません。

４点目に、令和８年度も引き続き、主に中心市街地周辺を整備す

る予 算と なる米 子駅 北 広場ウ ォー カブ ル推進 事業 に約３ 億 2,０ ０

０万円、角盤町周辺まちなかウォーカブル推進事業に約 4,０００万

円、米子駅周辺まちなかウォーカブル推進事業に約３億 4,０００万

円、また海遊ビーチプロジェクションマッピング事業に約 1,０００

万円、これら合計で約７億 1,０００万円にも上ります。これらの中

には、米子駅前通りにイルミネーションを設置したり、砂浜にプロ

ジェ クシ ョンマ ッピ ン グによ る映 像を 映した りと いった 内容 も含

まれています。これらの事業よりは、低所得者や新規以外の生活保

護世 帯な どへの エア コ ン設置 補助 や加 齢性難 聴の 高齢者 への 補聴

器購入補助など、市民が生活の中で抱えている問題に予算を向ける

べきであると考えますので、同予算には反対の立場です。

次に、議案第４６号、米子市後期高齢者医療特別会計予算につい

てです。令和８年度から子ども・子育て支援金制度などにより、後

期高齢者医療の保険料が上がるとのことです。国民健康保険では、

子ども・子育て支援金による保険料の増額を抑え、据置きとしてい

ます。様々なものの値段が上がっても、その物価上昇ほど年金など

の収入は増えず、生活が苦しくなっていく中、後期高齢者医療にお

きま して も負担 が増 え ないよ うな 措置 を講ず るべ きであ ると 考え

ますので、反対の立場です。

最後に、議案第５０号、令和８年度米子市下水道事業会計予算に

ついてです。同予算には、下水道事業の整備とメンテナンスを一体

化し た官 民連携 のウ オ ーター ＰＰ Ｐ導 入に向 け発 注支援 業務 委託

を実施するとして、管渠建設改良費の設計委託料の中に 4,０００万



円が組み込まれています。米子市は、ウオーターＰＰＰレベル 3.５

を１０年間の長期契約で進めようとしており、米子市が担う業務は

予算決算事務、経営戦略、料金審議など、運営に関する業務のみと

なっています。下水道の維持管理や設備更新の業務を全面的に特定

企業が任された場合、米子市の発注者としての技術力やノウハウの

継承、適切なチェックができるのかなど大きな懸念が残るため、同

予算には反対の立場です。

私の討論は以上です。よろしくお願いいたします。

○岡田議長 以上で通告による討論は終わりました。

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 ほかにないものと認め、討論を終結いたします。

これより３６件の議案、請願並びに陳情を順次採決いたします。

初めに、議案第１７号から第３９号まで、議案第４１号から第４

５号まで及び議案第４７号から第４９号まで、以上３１件を一括し

て採決いたします。

３１件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。

３１件の議案について、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認めます。よって、３１件の議案は、い

ずれも原案のとおり可決されました。

次に、議案第４０号、令和８年度米子市一般会計予算を採決いた

します。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。



本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

○岡田議長 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり

可決されました。

次に、議案第４６号、令和８年度米子市後期高齢者医療特別会計

予算を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。

本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

○岡田議長 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり

可決されました。

次に、議案第５０号、令和８年度米子市下水道事業会計予算を採

決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。

本件について、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を

求めます。

〔賛成者起立〕

○岡田議長 起立多数であります。よって、本件は、原案のとおり

可決されました。

次に、請願第１０号、政府に所得補償（直接支払い）制度の実現

を求める請願書を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、不採択であります。

本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。



〔賛成者起立〕

○岡田議長 起立少数であります。よって、本件は、採択しないこ

とに決しました。

次に、陳情第１０９号、子どもの成長を保障し、保育士が働く喜

びにあふれる保育の実現に向けた調査・検討の着手に関する陳情書

を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、不採択であります。

本件について、採択することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○岡田議長 起立少数であります。よって、本件は、採択しないこ

とに決しました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第３ 議案第５１号～議案第５３号

○岡田議長 次に、日程第３、議案第５１号から第５３号までの３

件の議案を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊木市長。

○伊木市長（登壇） ただいま御上程をいただきました議案第５１

号か ら議 案第５ ３号 ま での３ 議案 につ きまし て御 説明を いた しま

す。

初めに、議案第５１号、米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定については、米子市日吉津村中

学校組合の解散に伴い、同組合の事務を本市が承継するに当たり、

関係 条例 におい て必 要 となる 経過 措置 などを 定め るもの でご ざい

ます。



次に、議案第５２号、事業契約の締結についての議決の一部変更

については、米子新体育館整備等事業に係る事業契約について、く

いの仕様変更などに係る工事の追加及び物価の変動に伴い、契約金

額を変更するものでございます。

次に、議案第５３号、令和８年度米子市一般会計の第１回の補正

予算は、角盤町・朝日町周辺再エネ活用型にぎわい創出・レジリエ

ンス向上事業を国からの補助金の採択を受けて実施するもので、角

盤町、朝日町周辺のエリアにおいて、官民連携によるにぎわいの創

出と災害に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、研究会の

運営 や再 生可能 エネ ル ギーを 活用 した イベン トな どを行 うも ので

ございます。財源は全額国庫支出金であり、詳細につきましては補

正予算説明書を御参照いただきたいと存じます。

以上、各議案について御説明をいたしました。御審議をよろしく

お願いいたします。

○岡田議長 これより３件の議案に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

ただいま議題となっております３件の議案については、配付して

おります付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託い

たします。

委員会審査のため、暫時休憩いたします。

午前１０時３６分 休憩

午前１１時４１分 再開

○岡田議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、議案第５１号から第５３号までの３件について、各委



員会の審査報告を求めます。

初めに、松田民生教育委員長。

○松田議員（登壇） 民生教育委員会の審査報告をいたします。

当委員会に付託されました議案１件について、休憩中に委員会を

開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。

議案第５１号、米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定については、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しました。

以上で民生教育委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 次に、西野都市経済委員長。

○西野議員（登壇） 都市経済委員会の審査報告をいたします。

当委員会に付託されました議案１件について、休憩中に委員会を

開き、審査いたしましたので、その結果を報告いたします。

議案第５２号、事業契約の締結についての議決の一部変更につい

ては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上で都市経済委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 次に、渡辺予算決算委員長。

○渡辺議員（登壇） 予算決算委員会の審査報告をいたします。

当委員会に付託されました予算関係の議案１件について、休憩中

に全体会を開き、分科会での個別審査を経て、再度全体会を開き、

採決した結果、議案第５３号、令和８年度米子市一般会計補正予算

（補正第１回）につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。

以上で予算決算委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 以上で委員長の報告は終わりました。



それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。

これより３件の議案を一括して採決いたします。

３件の議案に対する委員長の報告は、いずれも原案可決でありま

す。

３件の議案について、原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認めます。よって、３件の議案は、いず

れも原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第４ 議案第５４号

○岡田議長 次に、日程第４、議案第５４号、教育委員会教育長の

任命についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊木市長。

○伊木市長（登壇） ただいま御上程をいただきました議案第５４

号につきまして御説明をいたします。

議案第５４号は、教育委員会教育長の任命について御同意をお願

いするものでございまして、本年５月１９日をもって任期満了とな

られ ます 浦林実 教育 長 を引き 続き 教育 委員会 教育 長とし て任 命し



たいと存じます。御審議をよろしくお願いいたします。

○岡田議長 これより本件について質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件について

は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとお

り同意されました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第５ 議案第５５・議案第５６号・諮問第１号

○岡田議長 次に、日程第５、議案第５５号、第５６号及び諮問第

１号、以上３件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊木市長。

○伊木市長（登壇） ただいま御上程をいただきました議案第５５

号及 び議 案第５ ６号 の ２議案 並び に諮 問１件 につ きまし て御 説明



をいたします。

初めに、議案第５５号は、教育委員会委員の任命について御同意

をお願いするものでございまして、教育委員会委員のうち、本年５

月１ ９日 をもっ て任 期 満了と なら れま す荒川 陽子 氏を引 き続 き任

命したいと存じます。

次に、議案第５６号は、固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて御同意をお願いするものでございまして、固定資産評価審査委

員会 委員 の６名 が本 年 ５月２ ２日 をも って任 期満 了とな られ ます

ので、引き続き、足立融氏、播間光広氏、稲田祐二氏、竹下純子氏、

竹本良夫氏、廣谷栄一氏を選任したいと存じます。

次に、諮問１件について御説明いたします。

諮問第１号は、人権擁護委員候補者の推薦について御同意を求め

るものでございまして、現在欠員となっております人権擁護委員に

ついて、新たに野島慶明氏を人権擁護委員候補者に推薦したいと存

じます。

以上、各議案について御説明をいたしました。御審議をよろしく

お願いいたします。

○岡 田議 長 こ れよ り ２件の 議案 及び 諮問に 対す る質疑 に入 りま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております２件の議案及

び諮問については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



○岡田議長 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。

これより２件の議案及び諮問について、順次採決いたします。

初めに、議案第５５号、教育委員会委員の任命についてを採決い

たします。

本件について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとお

り同意されました。

次に、議案第５６号、固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを採決いたします。

本件について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとお

り同意されました。

次に、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決い

たします。

本件について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとお

り同意されました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第６ 議案第５７号・議案第５８号



○岡田議長 次に、日程第６、議案第５７号及び第５８号の２件の

議案を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

戸田議会運営委員長。

○戸田議員（登壇） ただいま御上程をいただきました２件の議案

について、委員会を代表いたしまして提案理由の御説明を申し上げ

ます。

初めに、議案第５７号、米子市議会議員の請負の状況の公表に関

する条例の制定については、令和４年１２月に地方自治法の一部が

改正され、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和が

なされたため、所要の整備を行うものであります。

次に、議案第５８号、米子市議会の個人情報の保護に関する条例

の一部を改正する条例の制定については、米子市日吉津村中学校組

合の解散に伴い、必要となる経過措置を定めるため、改正しようと

するものであります。

何とぞ全議員の皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、

提案理由の説明とさせていただきます。

○岡田議長 これより２件の議案に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。

これより２件の議案を一括して採決いたします。

２件の議案について、原案のとおり可決することに御異議ありま



せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認めます。よって、２件の議案は、原案

のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第７ 議会運営委員会の報告について

○岡田議長 次に、日程第７、議会運営委員会の報告についてを議

題といたします。

議会運営委員長から、米子市議会基本条例の検証結果について報

告を行いたい旨、申出がありましたので、これを許します。

戸田議会運営委員長。

○戸田議員（登壇） 議会運営委員会から、米子市議会基本条例の

検証結果について報告いたします。

本条例は、議会は、市民を代表する機関であることを常に自覚し、

市民及び市長等の関係、議会及び議員の活動原則等の議会に関する

基本的事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、もって

市民 福祉 の向上 と公 正 で民主 的な 市政 の発展 に寄 与する こと を目

的とし、平成２６年３月２６日の本会議において可決・成立し、平

成２６年７月１日から施行しております。

本条例の第１６条には、条例の検証と結果の公表、検証の結果を

受け、必要に応じて、条例を改正するなど適切な措置を講じること

を規定していることから、令和７年２月に各派会長・幹事長会議に

おいて、議会運営委員会にて条例の検証を実施することが確認され

ました。

これを受け、議会運営委員会では、令和７年３月より本格的に検



証を始めることとし、本条例の検証に当たっては、全議員から各条

文に対する課題や評価意見を提出していただき、それを基に委員会

で議論を行いました。意見の分かれたところについては、さらに各

会派等に持ち帰るなどして協議を重ね、委員会としての結果をまと

めたものであります。

以下、検証の結果について御報告いたします。

検証に当たっては、条文ごとに検証を行い、成果・課題の抽出を

行い、評価は、目的を達成できた条項をＡ、一部達成できた条項を

Ｂ、未達成の条項をＣの３段階で行うこととし、検証の評価が困難

な場合は検証対象外とすることにしました。

本検証においては、検証対象外を除き約８割の条項がおおむね達

成されており、本市議会が条例の趣旨に即して活動できていると評

価できる検証結果となりました。しかしながら、達成されているも

のについても改善し、条例の目的の達成を目指すために、さらに努

力していかなければならないと考えております。

今回の検証において、今後、その対応が必要とされる事項につい

ては、次の５点であります。

まず、議員間討議については、議会や委員会の場での議員間討議

を深 める 保障と して ど のよう な手 法を 用いる か議 論がな され てい

ないため、現状では議員間討議が不十分と考えられることから、今

後、これらの検討を進めること。

次に、研修については、米子市議会基本条例及び米子市議会議員

政治倫理条例の研修は、新人議員のみならず、全議員に対して実施

すべきであり、また議員間で課題の共通認識を持ち、勉強会や研修

の在り方を検討することが必要であること。



次に、議会図書室については、その機能と在り方について検討す

べきであること。

次に、議会事務局については、議会事務局の機能と体制整備、大

学等 研究 機関や 専門 的 な知識 を持 った 者の積 極的 な活用 につ いて

検討すべきであること。

次に、条文の検討と必要な改正については、前回、前々回の報告

書において、条文見直しの付言がなされていたにもかかわらず、条

例改正の検討に着手することができなかった。今回の条例検証にお

いても、条文の解釈に様々なものが生じていることや、地方自治法

の改正などと整合性が取れているのか、現状の議会運営などと矛盾

が生じているのではないかなどの疑問点があることについて、次期

改選後には、早急に条文を見直し、改正を検討すること。

なお、評価の過程において、今後に向けて提案があった事項とし

ては、市民の定義について、全ての会議の公開について、政策立案

機能の強化について、議員政治倫理条例の見直しについての４点が

ありました。

以上が米子市議会基本条例の検証結果ですが、この結果をまとめ

た検証結果報告書を作成いたしましたので、今後ホームページ等で

公表していきたいと考えております。

米子市議会では、今後、さらなる開かれた議会を目指し、議会改

革を進めていくよう、引き続き議員各位並びに市長をはじめ執行部

の職員など、関係各位の御協力を賜りますことをお願い申し上げま

して、米子市議会基本条例の検証結果についての報告を終わります。

○岡田議長 以上で委員長の報告は終わりました。

それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。



〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

以上で本定例会に付議された事件は全て議了いたしました。

こ れを もちま して 令 和８年 米子 市議 会３月 定例 会を閉 会い たし

ます。

午後０時００分 閉会


